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地 方 公 共 財 配 分 の 実 証 分 析

— その評価と展望（I )  • 需要サイド分析の先駆——

峰 純

序
公共財供給の需要サイド• モデル 
中位投票者型需要モデルの評価と問題点 
需要サイド• モデルのゆくえ

序 ：地方公共財と実IEアブ， .チ

政府予算配分に関する実証研究， とりわけ地方公共 
財 （local public goods)の配分についての分析は， 今 

日まで大きく二つのアプローチから接近が図られてき 
ていると言えよう。すなわち中位投票者モデル（medi. 

an voter m ode l)と Tieboutモデルを用いた分析で 
ある。いずれの接近法も，需要サ イ ドであるところの 

消費者が合理的に選択を行なった結果として，すなわ 
ち地方公共財に対する需要プロセスの存在を前提とし 
て，現実の地方公共財の配分を説明しようと試みてい 
る点で共通している。そして二つのモデルは，公共財 
市場における選好表明の手段として，前者が民主主義 

市場における投票行動を，後者が公共財を提供する地 
域間の移動による選択，つまり足による投票を想定し 
ている点で異なっている。

これらの実証理論は. 理論モデルの構築，そして検 
証モデルの開 発という道をたどってきている点でも相 

平行しているが，検証モデルの展開においては，中位 

投票者モデルの方が，構造モデルの単純性，現実のデ 
一タへの適用可能性，そして縁辺の財政問題への応用

可能性といった点から， より多くの成果及び副産物を 
提供してきているようである。そうした点から見た時， 

公共選択論の古典的貢献であるBow en〔12〕一Black 

〔1の の中位投票者定理を，地方公共財需要の実証モ 
デルとして展開したBorcherding & Deacon〔11〕， 
Bergstrom & Goodman〔8 〕の分析は，それ以前の 
ad h o c な公共財需要関数の推定)を，単純ながら選択 
プロセスについての理論モデルに基づいた需要関数の 

推定へ進めたという点で，今日重要な意味をもってい 
る。 ま た Tiebout型モデルにおいても多くの理論的 

展開に加えて，多少とも検証モデルが開発されてきた 
ことを付け加えるべきだろう。特に地方公共財の配分 
がその課税ブースであるところの固定資産に体化（ca. 
pitalize)されるというOates〔36〕の指摘は，Tiebout 

メヵニズムの検誕という観点からも今日大きな関心を 

集めている。
しかしながらここでの議論は，中位投票者型モデル 

を中心とした分析の方に焦点を絞りたい。すなわち本 
稿の第一の目的は，地方公共財実証モデルとしての中 

位投票者型需要モデルの説明力を，先 の Borcherding 

等 〔11〕 〔8〕 の分析を起点としながら検討し，その問 
題点を探ることである。

中位投票者型モデルに向けられる批判の基底にある 
ものは，それが財政選択プロセスの描写と言うにはあ 
まりに単純すぎるというものである。それは特に今日 

需要サイドモデルの限界を強調する形となって現われ

注 （1 ) 60年代においても効用最大化行動に依拠した需要関数の推定が散見されるが， それらはad hocな形であった。 
例えば Birdsall〔9〕，Davis & Haines〔15〕を参照。

( 2 ) 例えぱSonstelie & Portney〔43〕，Brueckner〔13〕を参照。Capitalizationと需要行動の関連については，
次回取り上げるつもりである。
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地方公共財配分の実証分析

てきており，Niskanen〔35〕以降の供給サイドを重 

視する立場は，そうした点から公共財美証分析のもう 
一方の雄を形成するに至っている。 その結果70年代か 
ら80年代へかけての中位投票型需要サイドの分析は， 
他方ではそうした批判に呼応する形で展開していると 
も言えるだろう。 したがって本稿の第二の目的は，中 

位投票者型モデルあるいは需要サイドモデルの枠組に 
おいて修正 . 改卷の方向を探ることである。第三に， 
供給サイド要因を需要サイドモデルに接合しようとす 

る近年の新しい接近法に検討を加える。そして第四に， 
本稿のむすびとして，地方公共財の供給形態について 
今後を展望する。

需要サイドと供給サイドに関する分析を対置させた 
形で論じることを指向したサ一^̂ イ̂も，すでにInman 

〔23〕，Mitchell〔32〕等散見される力;，本稿も含めて， 

両サイドの捉え方，規定の仕方，そして当然ながらそ 
の評価について，必ずしも統一された梓組のもとで検 
討が図られてきて、、るわけではない。そこには個々の 

見解が反映されざるを得ない点を指iS しておこう。
以上のような問題意識に立って本稿を論じていきた 

いが，今回のテーマは，上で掲げた目的のうち第一の 

もの，すなわち中位投票者型モデルを中心とした，需 
要サイドモデルにおける地方公共財の実SE分析を検討 
することである。残された論題に関する検討は次回以 

降で行なう予定である。 '

最後に前もって弁明を述べておこう。第一に，公共 
財市場で需要サイドと供給サイドをあろ程度恣意的に 
規定できたとしても，実際それらを単一の行動主体と 

して捉えることには限界があるだろう。財政選択のプ 
ロセスでは様々な行動主体（例えば利益集団）が暗躍し 
需要の表明手段にしても様々の形態〔例えばlogrolling) 

が考えられる。 また政治家や公務員〔public employee) 

は，両サイドいずれに属するかが実際微妙な行動主体 
と言えるだろう。 しかしながらここでは，便宜上公共 
財需要者としての個人（市民）と供給者としての公的 
部 門 （政府 . 官僚等）という単純化した捉え方で分析を 
進めていく。

第二に，議論が背後に想定する制度は，あくまでア 
メリ力を中心とした財政連邦主義（fiscal federalism)

のもとでの地域分権制である。そうした制度下では，

地 方 公 共 財 . サービスが実際に地方政府レベルで処遇 
されているという点が，分析の前提として重要な意味 
を持つ。 よって， ここでの議論がそのまま日本のよう 
なケースに適用されうるわけではない。 したがって， 
日本の地方財政の問題に直接政策インプリケーション 
を引き出すことには限界があることを勘■酌されたい。

2 公共財供給の需要サイド. モデル

2 - 1 公共財需要のフレームワーク

公共財供給量そしてそのための予算の決定を，社会 
あるいは地域における個々人の合理的な需要行動の結 

果と見なすのが，以下の分析の基本的見方である。そ 
してまた，個々人に許された需要表明手段は，投票とい 
う限定された形態で考えられる。そこで初めに，合理 
的行動と投票という行為の関係を明らかにしておく必 
要がある。強調すべきことは，財政選択プロセスの需 
要行動は，市場と異なり強い制約を受けざるをえない 
ということである。 このことは，公共財への需要を集 
計するための機構を模索する理論的試行が，結局は現 
実性との間に大きな溝を見い出していることと無関係 

ではない。投票という最も現実味を帯びた手段を前提 
とする根拠も実はここにある。特に公共財供給のバレ 
ート効率性といった厚生評価に関心がある場合，理論 
分析が想定する制度と，現実の制度や手段が受けて、 
る制約との関係を，正しく把握することは重要である。

今，私的財（® ) 〔あるいは所得）と公共財（gr)の 2 財 
だけが存在する世界を便宜上考えよう。 この時個人I' 

の厳密に擬1H]の効用関数を仮定する。
( 1 ) Ui^U i (ixi,gd

ここでいう公共財とは，公的に供給される財という 
意味でしかなく，財としての性質は私的財からサムュ 
ルソン型の等量消費財までのvariationを含みうる。 

よって公共財の社会全体への供給量（G )と個人I'の サ  

一 ビ ス 享 受 量 の 関 係 が ，財そのものの性質と当該 
社会の人数（" ）に依存すると考える。

(2) 9i = fiQG, n)

つまりあるG の水準が選択されると，混雑の程度等 
によって(2)式から個人*'の消費水準が決まってくる。 
私的財をニュメレールとした公共財の単位当たり費用

注 〔3 ) アメリ力では教育，治安，消防，道路，公衆衛生，病 院 etc.力；地方政府のもとで処遇されている。供給形態， 決 
定方法の子細につ'̂ 、ても，もちろん各々の州で異なっている。

(4 ) ft要顕示メ力ニズムやプランニング. アプローチと呼ばれている議論を想起されたい。

70



「三田学会雑誌」78卷 1号 （1985年4 月）

を 公共財供給費用における個人/ の負担割合，つ 
まり租税シュアをt i とすれば， 個人の予算制約式が 
次のように表わされる。

(3) Xi = yi—ticG

こ こ で y i は課税前所得である。（2), (3)式の制約の 

もとで(1)式を最大化するならば， 0 あるいはG , さら 
には予算額を表わすc G に関する需要関数を求めるこ 
とができる。

(4) gi=9i(Ji, Vi； c,n)

この需要関数によって個人*'は，所与の状態に対する 
最適な公共財消費量を持つ。

X i

第 l~ (a)図には，個 人 :'が所与の消費機会集合（斜 

線部分）に対して，主体的均衡e 点を選んでいる状態が 
描かれている。 ここでは効用関数と消費機会曲線の間 

で一義的均衡が得られると仮定する。 ァメリカでは一 
般に地方公共財は比例的固定資産税によって賄われて 
いる。そ こ で は t i は，個 人 : ' の 固 定 資 産 額 の  

全 体 に 占 め る 比 率 と し て 予 め 設 定 さ れ る  
と考えうる。そして， こうして与えられた消費可能性 
集合に対して，公 共 財 水 準 （gfOを変化させた時の効 
用水準の軌跡を描いたのが第1 一0>)図である。当然な 
が ら e 点 に 対 応 し た 公 共 財 水 準 の も と で ，個 人 i 

の効用は最大になる。 これが一次元の選択対象（sr) に 
対するいわゆる単！̂性の選好曲線にあたる。

しかしながら公共財の場合には，個 人 が g广のよう 
な水準を自由に選ぶことはできない。社会は何らかの 
方法で公的供給に付される財の水準（G ) を決めなけれ 

ぱならないし，その決定いかんによって個人の満足水 
準が影響される。 ここでは社会が単純多数決という投 
票ルールを用いて，個々人の選好を社会的決定へと集 

計するプロセスを想定する。選好を表示させる方法に 
は，①二つの選択対象（公共財水準） のいずれかを選 
ぱせる方法，②ある基^^となる水準（一般には現状の水

に対して代替的水準を提示して，Yes-No投票さ 
せる方法が考えられる。 この後者の形で公共財への需 

要行動を説明しよう。
今(1)〜(3)式のもとで個人 i は，公共財供給量が現状 

からJ G , すなわち個人*'に つ い て / Ig i分変化する提 

案に直面しているとしよう。（2)式を次のように*き改 
めておく。

(2)' G = hiigi, n)

(2)'式と(3)式からこの提案の個人 i にとってのコス 
ト力；，tiC ろG /d g d d g iとして計算される。ただし， 

も， « は所与で一定と仮定されている。 この時個 

人 *'が 〔Yes〕を表明するための必要十分条件は， （1) 

式を全微分し可処分所得（an) の変化量に上記のコス 
トを代入することで，次のように整理されうる。

(5) = 等 / る̂  -hc)dg,>Q

括 弧 内 第 1項は公共財の私的財との限界代替率であ 
り. marginal willingness to pav あるいはリンダー

注 （5 ) —義的均衡を保証するには，効用関数の擬回性と消費可能性集合が凸集合になれば十分である。後者の条件は， 
j/«,ら Cが所与であるとき，公共財（のの生産関数と(2)式が共にIH]関数になれば満たされる。ただしこれらの仮定 
が満たされなくとも，均衡が一義的になれば，以下の議論にとって問題はない。
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ル租税価格と呼ばれるものである。すなわち提案され 
た 水 準 （G+JG) におけるリンダール租税価格が実際 

の租税価格（も め を 上 回 る な ら ぱ ，提案に支持表明 
〔Yes〕が与えられることになる。第 1 図 で 言 え ば ， 
9 i* より左側に現在の水準があり， プ ラ ス の (個 人  

i にとって袖 が提案された状態に当たる。個 人 i は， 

現 状 が ffi*に一致するまでは，公共財量の増加に支持 
を表明し統ける。かくしてリンダール租税価格にtiC 

がー致した時まさしく，個 人 的予算均衡（- 点）が 得  
られる。

以上が利己的合理的計算に基づいた公共財需要行動 
の一つの表現である。そこでは個人は私的財市場のよ 

うに主体的均衡にすぐさま到達することはできない。 
現実の投票行動がこうした利己的計算に基づいて行な 
われているかどうかを検証することも，古くからこの 
分野の一-*；5の チ ー マ と さ れ て き た 〔例えばDeacon & 

Shapiro〔16〕，Barkume [3〕）。また近年アメリ力にお 
ける課税あるいは支出抑制(tax or spending limitation) 

への動きは，合理的需要行動の重要な検HE材料として 
分 析 が 加 え ら れ て い る 〔例えぱCitrin [14], Gramlich 

et a l .〔18〕）o

2 - 2 需 要サ イ ド • モデルと財政選択

公共財の場合には，すでに述べたように個々人の選 
択を，社会あるい地域の集合的な選択へと昇華させ 
なければならない。そのための集計プロセスとして， 

単純多数決投票制に依拠した中位投票者モデルを以下 
の議論では前提とする。その理由は， このモデルが実 

誕分析の道具立ての中では今日まで最も一般的に広く 
利用され，実際の検証への適用性と、う点でも利点を 
有しているからである。

中位投票者モデルを用いて公共財の資源配分を初め 
て 論 じ た の はBowen〔12〕であり ,多 数 決 投 票 プ ロ  
セスの一般的帰結として中位投票者定理を提示したの 
力’、Black〔10〕であることはよく知られている。 この 

仮説は，公共財需要のフレームワークへ容易に適用さ 
せることが可能である。 ‘

第 1 一(b)図で示された単峰性の選好関数を持つ5 人 
の 消 費 者 （ロ，…，e )から成る社会を想定しよう。所与 

の租税構造のもとで，各 個 人 の 最 適 需 要 量 が = 

C ,…，めで示されている。 Bowen-Blackの中位投票

第 2 図
Ui

者定理が成立するならば， この社会における多数決投 
票ルールによる公共財水準の選択は，各個人の最適需 
要水準の中位点に収束する。

しかしながら，そ の よ う な 「多数決投票均衡」が保 
証されるためには， これまでの議論で触れてきた，（1) 
利己的合理性，（2)効用関数の形状，（3)租 税 シ -ア 等 の  
バラメ一 ターが所与，等の仮定に加えて厳密には以下 

挙げるような前提が必要になる。
仮定(4): 選択対象は一次元上に限定され，ある公共 

財量の水準とい0 た連続した値として並べること 

が可能である。
仮定(5)：すべての公共財水準が，選択対象として多 

数決投票に付される可能性を有している。
仮定(6)：中位投票者均衡に収束するまで，pair-wise 

の投票が繰り返される。
仮定(4)は，Arrow 〔2 〕が一般不可能性定理を証明 

する際に設けた条件のうち， 「無制限な選択対象」 と 
いう仮定に制約を置いたものと理解できよう。 この仮 
定は，仮定(2)’ （3)と共に，一 次 元 対 象 上 に 単 性 の 選  

好を成立させる条件として十分である。そしてこのよ 
うな選好体系のもとでは，仮定(5) • (6)に よ っ て Black 

定理の成立が保証される。仮定(5)は，提案が限定的な 
ものであったり，第三者から恣意的に設定されるもの 
であってはならないことを意味している。仮定(5) . (6) 

は し ば し ぱ 「競争的投票メカニズム」 という言葉で表 
現される。

また租税シェアが各個人にとって所与であるという 
仮定(3)がもつ意味を，正しく捉えておく必要がある。 

租税シェアすなわち公共財の負担面と各個人の需要表

注 （6 ) その他にもBarkume〔4〕，Levy〔26〕，Neufeld〔34〕を参照されたい。 
C 7 ) 中位投票者均衡，Bowen均衡とも呼ばれている。
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示とを直接結合させないことは，い わ ゆ る free-rider 

誘因による戦略的選好表示の問題を一応この段階で回 
避していると見ることができる。同時に，もを所与と 

することで個人の消費機会を所与とすることは.単峰 
性の選好を導出する上でも必要であることは，すでに 
述べた。 このような状況では，個人はいかなる形でも 

自分に有利な形で集合的決定に影響を与えることはで 
きない。例えば，第 2121では，個 人 a は g e より右側 
の水準に需要を表明することで， 自分に不利な方向に 

しか結果を操作することができない。 この場合正直に 
選好を表示することが，あくまで最適戦略になる。

以上の議論は公共財量を選択する制度として所謂直 
接 投 票 制 (referendum)を暗黙に想定してきたが， こ 
れ ら を Downs〔17〕型の代議制モデルに応用するこ 
とができる。すなわち

仮定(7) ： 二 人 の 候 補 者 （または政党）力'、， 得 票 最 大  
化を目指して互いに競争する，

という仮定が満たされ，選挙の争点を一次元上の对象 
として扱いうるならば，やはり同じように中位投票者 
モデルを適用させて考えることが，原理的には可能で 

ぁる。
中位投票者望モデルを用いた分析は，今日この仮定 

の真偽を直接の関心とするものから，分析の便宜上利 
用するものまで多岐にわたって存在している。 しかし 
ながら，以下の二つの基本的視点を区別しておくこと 
力:， とりわけ重:要であると思われる。— ^ は，中位投 
票者モデルが現実の公共財水準を説明するモデルとし 

てどれ程有効たりうるか，つまり中位投票者仮説の検 
HEに目的を置く場合である。 この立場に含まれる代表 
的研究としては， 例 え ぱ Barr & Davis〔6〕， Bor- 

cherding & Deacon [ llj, Bergstrom & Goodman 

〔8 〕，Inm an 〔22〕，Lovell〔27〕，Pommerehne[38] 

を參げることができる。 もう一つは，公共財水準の決 
定 メカニズムとして中位投票者仮説を前提とした上で， 

そこで決まってくる公共財水準を配分効率性の観点か 
ら評価しようとするものである。具体的には，地方公 

共財を例えば等量消費型公共財と仮定し，中位投票者 
均衡として決まる公共財量を，サムユルンンの効率性 
条件によってその過多 . 過少を推定しようと試みる。 
このような視点に立つ研究には，Barlow〔 5〕，Spann

〔44〕，Akin & YoungDay〔1〕，がある。
しかしながら一般に言えることは，いずれの研究も， 

地方財政が公的資源の配分においてどの程度のバフォ 
一マンスを発揮しているかにつ い て よ り predictive 

なモデルを:^築しようとしている点，そしてそこから 
政 策 relevancyを持ったインプリケーションを引き 

出そうとしている点では，大小こそあれ共通の目的を 
抱いていることである。そのためには，例えぱ，公共 

財への需要関数を， より精敏に推定する方途が追究さ 
れる。 したがって， この分野の研究を上述のようなニ 
つの問題関心から厳密に大別することにも無理がある 
ことに留意されたい。例えば，前者に挙げられた研究 
力；，効率性という視点に全く興味を寄せていないかと 
言えぱ，そうとは言えないのである。

I 、ずれにせよここで確認しておきたいことは，中位 

投票者仮説を検IEしようとする分析と，中位投票者仮 
説の成立を前提とした分析を混同しないことである。

2 - 3 公共選択と配分効率性

資源配分の効率性というテーマが経済分析の大きな 
関心享であることは否定しようがない。 しかしながら 
公共財の実証分析，特に公共選択のモデルにおいて， 
その目的を追究することには，本来大きな困難が含ま 

'れていることを認識しておかねぱならない。あくまで 
positiveという観点から配分効率性を評価することに 
限定したとしてさえ，そのためには公的に供給されて 
いる財の性質を判別することが不可欠であり，そのこ 
と自体が非常に困難な問題なのである。

人々の公共財需要に関する情報が全くない状況で，
バレート最適な資源配分を達成するように個々人から 

情報を集めるためには，各個人は，そこで各自の需要 
と租税価格とを逐一対比させることが必要になる。そ 
のようなメカニズムとして機能するの力’S 言わぱリン 
ダール型の自発的交換メカニズムである。 ところが中 

位投票者モデルの需要'表示においては，個々人の租税 
シュアは所与とされていた点を想起されたい。すなわ 

ちそこでの分析目的は，租税:g 造を所与とした上で公 

共財供給量がどう決まってくるかを見ることに制約さ 
れていたのであり，資源配分の効率性を達成するよう 

な租税構造の改定を求めることにあったのではない。

注 （8 ) 個人の最適点と候補者のpositionが乖離する距離を棄I tの要因として定式化するとき，候補者の最適positionは， 
medianよりむしろmeanになるという議論がある。例えぱHinich〔19〕を参照。 

r 9 ) この立場の研究のサ一 '̂̂ ィが拙稿〔52〕に含まれているので参照されたい。

73



地方公共財配分の実証分析

さらに租税シュア所与という仮定の果たす役割を考え 
れぱ，free-riderを防止することとバレート最適性を 
求めるという問題の間にも，同様のジレンマを見るこ 

とが可能である。

2一4 Borcherding & Deacon モデル

中位投票者仮説を地方公共財の需要モデルとして展 
開した，ほぽ同時期に発表された二つの研究Borche- 

rding & Deacon〔11〕及び Bergstrom & Goodman 

〔8 〕を取り上げよう。彼らは基本的に同じタイプの 

モデルを設定した上で，地方公共財の需要関数につい 
て，極めて類似の推定結果を提示した。両者の分析は， 
その後の公共財需要の実証分析に対して起点的役割を 
果たしている。 また公共財の消費面での不可分性（あ 

るいは混雑度） を推定するという興味ある試みに挑戦 
していることも，彼らの分析が大きな関心を集めた一 
因になっている。

中位投票者仮説を実際の検誕に移すに際しては，幾 
つかの追加的仮定が必要になる。

仮定(8) : 全員が投票を行なう力、，あるいは棄権が存 
在しても，それは選好分布全体の形状に変化を起 
こさないようなランダムな形においてである。

仮定(9) : 中位投票者は，その社会の中位所得を持つ 
個人に等し'^、。

この他にもモデルの特定化に当たって，制約を順次 
加えていくので注意されたい。

以 下 で は ま ずBorcherding & Deacon (以下B—D 

と略）のモデルを説明しよう。彼らのモデルは， 最終 

的に需要サイドモデルに帰着してしまう力*、，構造モデ 
ルの特定化には供給サイドも含んでいるので，需要サ 
イドモデルの限界を論じるという点からも有益と思わ 

れる。分析は，基本的に次のような手続きを踏んでい 

る。 まず初めに構造モデルとして需要サイドと供給サ 
イドを特定化し，次いで誘導型方程式を導出する。そ 
して各地域の中位投票者に関するデータをもとにクロ 
ス . セクション分析を行なう。最後に供給サイドに制 

約を入れて，誘導型バラメーターから需要サイドの構 
造バラメーターを求める。そこでは次の仮定が必要と

される。

仮 定 : 中位投票者の需要関数〔効用関数)，及び公 
共財生産関数は，地域間で同一である。

そこでまず，先に導出された需要関数(4)式を線形対 
数型として特定化する。

(6) g = Apa が

ここでc r , タは，各々価格弾力性，所得弾力性であ 

り，A は定数項である。公共財の消費面の性質を表現 
する(2)式は，次のような形で具体化される。

(7) g = n~TG

r が 不 可 分 性 （混雑度）を示すバラメータ一であり， 
r = o が等量消費型純粋公共財，^*=1が純粋私的財に 
対応している。 ま た r を弾力性として解釈すれば，人 
ロ（《) の 1 バーセント増加が， g を一定に保つために 
G の何バーセント増加を必要とするか，を表わしてい 

る0

また供給サイドとして，生 産 関 数 （コプ--ダグラス型） 

及び費用方程式が次のように特定化される。
(8) G = V Kを

(9) C=wL+rK

ここでCは総費用， は労働，A：は資本であり， W, 

r は各々の要素価格である。費用最小化を仮定して， 
つまり(8)式の制約のもとで(9)式を最小化して，一階の 

最適条件から要素需要関数が導かれる。
m Lニ キ

A： ニ (5C/r(0+5)

次にdo)式を(8)式に代入してC につ '̂ 、て解き，費用関 

数を導出する。

G d+0

あるいは書き改めて 
(U)' C(G) = c(t<;, , (り= 1/0+め

こ こ で C Cw, r) は生産要素価格の関数としての公 

共財単位当たり費用である。
需要関数(6)式の租税価格（/ 0 を， B — D は幾分恣意 

的であるが，中位投票者は公共財単位費用を均等な租 
税シュアと公共財としての不可分性を考慮して，次の 

ように主観的に捉えると想定すろ。

注 〔1 0 )公共財への真の選好表示を模索するメカニズム（incentive compatible mechanism)の議論においても， 真の 
選好表示へのインセンティプを与えるために，バレート最適性の方を儀牲にせざるを得ないという一般的結論が得ら 
れていろ。例えば，Tideman & Tullock〔46〕を参照。

(1 1 )基本的には当該の公共サービスを処遇する地方政麻レベルの行政単位（例えば教育はdistrict) が各セクシヨンと 
される力S 分析によってはそのレベルのとり方に違いがある。
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ぬ P  =  c Q w , r) GV g n  =  CCG)/g n

次に(U/式に(7)式を代入してG を消去し， それをぬ 

式へ代入する。
ぬ' =

ぬ' 式と(7)式を(6)式へ代入し，社会全体への供給量 

G に つ 、ての需要関数が求められる。
(13̂ G=AcCw, r y  gれ i)» „c„-i)„+r が

最後に, ⑫式と供給サイドを表わす(U)'式のG とを等 

しく置くことによって，総 費用C についての誘導型方 
涯式を得ることができる。

d4) C (C )  = >1'c(m;’ 》0»7+i gi(で- 1 ) " り yPv

この式を中位投票者仮説に基づいて推定するために 
は， さらに譲歩が必要である。 まず中位投票者の公共 
サ一ビス消費量（0 ) を実際のデータから観察すること 
ははとんど不可能である。そこでこの変数を落とすこ 
とになると，残り三つの誘導型バラメーターに对して， 

構造バラメーターが四つ（a,i0,r,り） 存在することに 
なる。構造バラメーターの識別のためには制約を一 '̂  

置かなければならない。 B—D が加えた制約はり=1, 

すなわち(8)式と(U)'式を見ればわかるように，生産関 
数を一次同次型に仮定することである。 さらに(W)式に 
戻れば，7 = 1 と置くことでそもそもflfの項が消失して 
しまうことがわかる。第二に，公共財の価格を表わす 

c ( . ) もまた実際に観察することは難しい。 そこでB 

一 D は，資本は地域間で完全移動性を持つが，労働は 
そうではない，つまり資本価格は地域間で同一になる 
力'、，賃金率は同一にならないという仮定を置く。 よっ 
て公共財価格の地域間の相違が，賃金水準の相違に帰 
着させられるのである。以上の仮定のもとで(14) 式を 

(対数型）で言き改めると次のようになる。
W In Cjfc = A"+ar'In Wfc+r'In "*；+グ In yjfcTO 

O ' = l+ o：, /  = j-(l + a )—a , ぼ=0)

ここで公共財供給費用〔C )には公共支出額( £ ) が， 

所得には中位所得(2/m)が当てられる。 また添字k は，
番めの地域を示している。
Bergstrom & Goodman (以下B—G と略）のモデル 

も基本的にはB—D のそれと変わらないが，詳細には 

若千の違いがあるので説明を加えよう。 まず観察可能

なデータに对応した社会の平均的階層からなる人々を 
reference groupと定義しそのグル一プの中位投票 
者需要関数が(6)式のように特定化されると考える。そ 
してまた，実際の公共財需要はその個人が*ねそなえ 
る経済的• 社会的属性，さらに個々人が置かれている 

地域的環境をも反映してくると考える。その結果社会 
全体の中位投票者は，その影響分だけreference group 

のそれとは乖離してくる可能性も許容される。
かくしてB — G は，公共支出（丑）への誘導型方程式 

を(14)'式に代わり次のように特定化する。

03 Ek = 0kCpi,...’ p{) riAtlm.

こ こ で <pft(. ) は，各地域の人々を幾つかの特性で 
サプグループに分け，各々のグループの人口比率によ 

ゥて表わしたシフト関数である。 は地域的特性を示 
す変数ベクトルである。 また中位投票者の租税価格が 
property ta x からその租税シュアh m として実際に 
定# される。 さらにreference groupの中位所得者が 

地域全体の中位所得者に一致するという「B — G の命 
題」を仮定する。以上の点でB — G モデルは，需要サ 
イドの特定化についてB — D よりもより厳密であると 

言うことができる。 また需要関数の識別という点から 

バイアスを減らそうとする試みと理解することもでき 
る。ただし供給サイドについての特定化は，初めに 

公共財限界費用一定と仮定することで捨象している。

3 中位投票者型需要モデルの 

評価と問題点

以上B —D, B — G のモデルを用いて中位投票者型 

公共財需要モデルを説明してきたが，注意すべきこと 
は，表面的に需給モデルの体裁を整えていても，それ 
らは基本的に供給サイドに制約を置いた需要サイドの 
分析だということである。つまり公共財水準あるいは 
そのための予算水¥ は，需要サイドの選択行動に基づ 
いて決められるという前提に立っている。 また供給サ 
イド要因を勘案する場合でも，推定の目的はあくまで 

■要関数の識別という点に置かれている。 ところがこ 
の流れに属する一連の研究は， このようなモデルの単

注 (1 2 )租税価格は租税シュアと公共財単位価格を乗じたものである。 もしこの財が私的財であればC〔G) / « で均等負担 
に対応する。公共財としての性質（G と£?の相違）を主観的に捉えているとして，この値をgで割り引いている。

(1 3 )例えば，高齢者であるか否か，持家であるか否か，私立学校の利用者であるか否か，と言った要因。
(1 4 )例えば人口密度や人口増加率，産業構造等。
(15) B _G の推定結果の一例が拙稿〔52〕に転載してあるので，参考にされたい。
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純性を斯酌すれば，驚く程に類似かつ統計的にも有意 
な計測結果を提供してきている。つまり中位投票者モ 
デルは，それなりの経済仮説とのコンシスタンシイを 
保ってきていると言える。そしてこのことがまさに今 
日まで中位投票者モデルを，その推定の容易さと共に,- 

広範な利用に服させてきた大きな理由になっている。
しかしまたモデルに置かれた諸前提を策り返るとき， 

果たしてこのような計測が中位投票者仮説の真の検SE 

になっているのか， という疑問がわいてきても不思議 
ではない。Romer & Rosenthal〔41〕は， そうした 
点から当然のごとく次のような二つの疑問を投げかけ 

る。第一に，推定結果が経済仮説を支持するそれなり 
の値を与えているとしても，それは現実の公共財供給 
量が中位投票者の選好水準に一致していることの確BE 

になっているわけではない。つまり，推定値が符号条 

件等を満たすものであったとしても，それはあくまで 
集計的データから定義されてきた架空上の中位投票者 
の経済行動の方向を承しているとしか言えない。第二 
に，中位投票者モデルは，他の需要モデルとの間でそ 
の説明力を十分に比較検討されてきているわけではな 

い。中位投票者モデルに置かれた仮定の現実性を考え 
れぱ，代替モデルとの比較検IEをぽり返すことなく結 
果を盲信することはできないのである。

中位投票者モデルが持つ最大のメリッ トは，中位投 
票者という一個人に焦点を当てることで現実を語れる 
というまさにその単純性にある。 しかし他方そういっ 

た単純性は，一つ間違えば大きく現実を見損う危険性 
を孕んでいることになる。そこで以下では，中位投票 

者型公共財需要モデルを，仮定の現実性という観点か 
ら，若干検討を加えてみたい。

( i ) 全員が投票する，あるいは棄権が存在し 
ても投票者の選好分布• 所得分布の形状 
には影響がない， という仮定は妥当する 
であろう力、。

投票という行為による社会的決定への参加を，費用 
一便益計算に基づく合理的経済行動として説明しよう

とする試みは，Downs〔17〕以来，Tullock〔5の，Ri. 

ker=Ordeshook〔4のに引き継がれてきたが，そこで 
は む し ろ 「参加のバラドックス」 なる悲観的結論が強 
調されている。現実においても，全員が投票参加する 

という事態はまずありえない。それに対し，投票参加 
している人を合理的に説明するための種々の経済仮説 
も提起されてきている。例 え ば ，Tollison, Crain & 

Pautler[48]は，投資.資産の最大化としての説明を 
試みていろ。他方行動が合理的である程に，それを所 
得水準との早純な図式で予測すろことは難しいという 

指 摘 も 為 さ れ て い ろ （Silberman & Durden〔42〕，Tol

lison & Willett〔49〕）0

いずれにせよ，実際の棄権者を正確に特定化できる 
情報を，我 々力;持ち合わせていなV、点だけは明白であ 
る。その限りでは，全員に対する集計的データから中 
位投票者を特定化できたとしても，それが実際に投票 
した人達の中位投票者に一致しない限りはバイアスが 
生じることになる。

(ii) 中位投票者は果たして中位所得稼得者で 
あろう力、。

この仮定は集計的データから実際に中位投票者を見 
つけ出してくる上でかなりcrucialな役割を演じてい 
る。 したがって，ほとんどの分析がこの幾分恣意的な 
仮定を，Inman [22]が指摘するように，あたかも命 
題であるかの如くに取扱っている。Inmanは B—G の 
分析におけるシフト関数が， どれだけ中位需要水準を 

中位所得者のそれから乖離させているかを推定しよう 
と試みた。その結果，中位所得者の需要量からの正方 

向 . 負方向への需要シフトの効果がほぽ相殺し合うこ 
とで，中位投票者が中位所得者になるという仮定には 

一応の支持が得られるとしている。 しかしこの分析も 
厳密に見れば，中位所得者が中位投票者であるという 
本来検証すべき前提から出発して推定を行なっている 
点で， トートロジーに陥っている。

これまでの議論から個人の需要関数を一般形で書く 
と次のようになる。

注 〔16) referendaデータからより直接的に中位投票者仮説を検証しようとするユニークな試みがHolcombe〔21〕 で為 

されている。
(17) Romer & R o s e n th a lはこれらの疑問の前者をmultiple fallacy,後者をfractile fallacyと呼んでいる。

(1 8 )個々人の費用使益を比較する限り，多数が参加する一般的状況では，誰もが参加より棄権の方が合理的になるとい
う矛盾を意味している。

(19) I n m a n が行なったことの意味は，「B _ G の命題」が B— G の推定した地方政府において妥当しているかどうか
を棱証したことにある。
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(16) Gi = G iQ yuti(W iiyd ,tw j'),n  z)

租税シュアは，固定資産のシェアとして規定される 
力’、，個人の固定資産は彼の所得水準と相関を持つと考 
える。 2 は個人的特性を表わす変数であるが，所得水 
準からは独立であると仮定する。そこで城式をがにつ 

いて微分し変形するならぱ次式が導かれる。

0 D と な り 0 どから乖離することになる。

こうしたケースは，実際にどの程度起こりやすいと 
言•えるだろう力、。例 え ば 教育サービスへの需要がFI 

曲線型になろ可能性はしばしば指摘されている。その 
理由は，教 言 に は 私 的 〔投資）財的な性格が付随して 
おり， さらに私立学校という代替財が存在しているか 
らである。 ま た Wilson & Banfield〔51〕は，投票行
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(1力 i m ' T ' W ' w )
= ̂  + a*T

こ こ で目’ a は需要の所得弾力性，（租税）価格弾力 
性であり， r は租税価格の所得弾力性である。 これら 
バラメータ一値の合計がすべての所得水準にわたって

関する単調関数になり，中位所得者と中位投票者は一 

致する。 しかしまた， この仮定が成立し難い状況も容 
易に想像しうる。例えば第3 図は横軸に所得を，縦軸 
に各々の所得水準に対応した需要量をとって描いた軌 

跡である。F I 曲線は所得上昇と共に需要量が増加か 

ら減少へ向かうケース，G i f 曲線はその逆のケースで 
ある。 こ の 時 も し0 A と B C 上に投票者の半分がい 
るとすれば，中位需要量は0 五になる。 ところが中位 

所得を持つ個人が2/7̂ にいるとすれば，その需要量は

第 3 図

動における利他的動機の存在を観察し， これを公共心 
(public regardingness)に基づく行動と呼んでいる。 

この場合，下級財的性格を持つ財については高所得者 
程他人の消費水準の改善にも関心を寄せ，Gi/ 曲線の 
ような需要が示される可能性がある。

しかしさらに，所得以外の諸要因で規定されたグル 
ープが，各々異なる動機で行動している可能性を示す 
証拠も挙げられていろ（Levy〔26〕) 。 つまり実際には 
第 3 図のようなきれいな曲線で描くことは不可能であ 
るのかもしれない。 この点でも我々の情報はかなり不 
確かなものである。

(iii) 多数決投票均衡の存在は本当に保誰され 
るだろう力\あるいは選択対象を一次元 

に制約して考えろことは可能であろう力 
Arrowの一般不可能性定理が提示されて以来， こ 

の問題の現実とのrelevancyには様々な評価が為さ 

れてきたが，少なくとも理論的展開においては，複数 
次元の選択対象に対する均衡存在について悲観的結論 
が強められてきているようである。逆の言い方をすれ 

ば，通常の効用関数が仮定される時多数決投票均衡を 
保誰するためには，選択対象を一次元に限定すること 
が十分条件としてなくてはならないことがより明らか 
にされている。

Kramer〔25〕は，複数の公共財水準がpackageと 

して決定されねばならない場合，諸個人の選好体系が 
たとえ通常の擬[H]性の仮定を満たすとしても，そこに 
中位投票者均衡が保証されなくなる（cycleの発生する） 
可能性のあることを例示した。多数決ルールが全員一 
致ルールと決定的に異なる特徴は， Mueller〔33〕が

注 （2 0 ) ここの議論では公共財限界費用を一定と仮定している。よって租税シェアを租积■価格と見なしてよい。
(21) 例えば Barzel〔7〕，Stiglitz〔45〕を参照。
(22) Hochman & Rodgers型利他的効用関数と類似の考え方である。他 にCitrin〔14〕. Neufeld〔34〕，Martinez- 

Vazquez〔28〕を参照。
( 2 3 ) この意味では，B—G モデルのシフト関数が所得以外の要因をすべて吸収できていたかどうかが問題となる。 しか 

しこの真偽を確める術がないところに困難がある。
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指摘すろように，再分配をはらんだ利害対立を伴わざ 
るを得ないという点であろう。P lo tt〔37〕ぱ多数決投 

票均衡を，諸個人の相対立する利害が完全にバランス 
して捨抗を保ちうる状態として定義した（perfect ba. 

lance条件)。そしてこの条件はむしろ，複数次元にお 

ける多数決均衡の存在が非常に稀有であること， さら 
に存在したとしてさえ，各個人が再分配による便益獲 
得を欲求する狡 猜 さ を 具 え る 限 り ，戦略的行動に犯 
されやすい脆弱さを浮きぼりにしている（McKelvey 

〔31〕)。

こうした結論が形式論を越えてどこまで現実へのイ 
ンプリケーションを持ちうるかを，やはり我々は明瞭 
にできないでいる。均衡不在という形式論上の帰結を， 

現実の集合的意思決定の制度的側面から捉え直そうと 
する動きも出てきている〔Riker〔39〕，Koford〔24〕)。 
しかし中位投票者モデルを，直接役票制によるある一 
次元の公共財水準を決定する状況から，複数公共財を 
同時決定するような代議制のケースにまで強引に応用 
を広げることについては，大いに慎重であることが望 
まれるのである。

( iv )中位投票者の選好水準に結果が収束する， 

言い換えれば競争的投票メカニズムがス 
ムースに働くという仮定は現実的であろ 
う力、0

中位投票者モデルでは，すべての公共財水準が潜在 
的 に 選 択 肢 (agenda)となりうる権利を与えられてお 
り， どの個人も自分の望むasendaを自由に提案でき 

ると仮定されている。 この仮定のもとで，中位投票者 
均衡への投票が繰り返し行なわれるという競争的プロ 
セスが仮定される。 Downs型モデルの場合にも得票 

最大化を目指す候補者の行動仮説が，競争による中位 
投票者均衡への帰結に不可欠であった点を想起された 
い。そして，均衡に達するまでの時間や投票回数，そ 
れに関連した費用や損失はそこでは無視される。

現実の選択プロセスがそうした状況のもとにあると 
は一般に考えにくい。投票の時期や回数は限定された 
ものであるし，選択肢も多くの場合は特定の主体（例 

えぱ官僚） から設定される形をとる。かくして現実の 
制度的制約が集合的選択の結果に影響すろ可能性自体 
が分析の対象とされねばならない。 さらに厳しい批判 
は， こうしう制約要因を中位投票者モデルすなわち需 
要サイド.モデルの欠猫と見なしてしまう。供給サイ 

ド要因から公共財配分を説明しようとするアプローチ 

は，需要サイドの競争的プロセスに懐疑を抱くことを 
一つの起点として，展開されてきたと言うことができ 
る。

4 需要サイド.モデルのゆくえ 

—— むすびに代えて——

需要サイドの選択プロセスから地方公共財の配分を 
実証するモデルとして，中位投票者型モデルを中心に 

取り上げ， この仮説を検証に付する際の手続きを眺め 
ながら， このモデルの問題点及び限界を明らかにして 
きた。 もちろん，問題はここで論じた点のみに蠻まろ 
わけではないが，それでもこれらは，中位投票者仮説 

を一般に支持する研究成果及びそうした主張に対し， 
一片の疑問を投げかけるには充分過ぎるものと言えよ 
5o

しかしながら他方で, 中位投票者仮説を中'6 に据え 

た需要サイド型実証分析が，70年代をへて80年代の今 
日に至るまで果たしてきた役割を評価することも怠る 
べきではないだろう。それらは，ある部分計量モデル 
としてより精徽化され，ある部分理論モデルとして後 

正を受け，新た.な視点が導入されるという形で，個  々
の批判に呼応しながら展開してきていろと言える。 と 
りわけ注目に値するのは，Niskanen〔35〕以降隆盛な 

公共財供給サイドの分析による成果を需要サイド. モ 
デルに接合しようとする試みである。

注 （2 4 )実際には, 直接投票. 一次元という制度を越えて，中位投票者モデルはかなり広範に検証に付されている。 カロえて, 

地方政府レベルで扱われている財を，州政府レペルで検証しているケースにも問題点が指摘されよう。

〔25) Pommerehne〔38〕は，直接民主制，間接民主制，そして投票が義務付けられている場合，そうでない場合と， 
' 異なる制度が結果に与える影響を分析している。そこでは，期待されるように，投票が義務付けられた直接民主制の 
ケースにおいて，中位投票者モデルの説明力が最も高い。

(26) 中位投票者均衡を達成できるような制度も考案されている。例えば現状予算水準からのの変化を提案しそれ 

に対してYes-No力S さもなくぱ具体的にを記入させるという方法で投票させ，51%めの投票者が位置するj  

丑を選択するという方法がある。この制度（フロリダ. システムと呼ばれている）の長所は，一回で投票が済むこと 

と，戦略的投票の誘因を防げるところにある。Holcombe〔2の，Maskin「29〕を参照。
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つまり，近年における地方公共財の実証分析は，需 
要 フ レ ー ム ワ ー ク の 正 . 拡張を経て，需要サイドを 

越えた新たなモデル設定及びその検証という段階に進 
んできていると言えるだろう。 さらにそこでは不可避 

的に，地方財政における様々な研:究 課 題 〔例えば補助 
金の効果） を， 分析対象の中に取り込んでいる。 こう 
した点では，中位投票者望モデルの単純性は，欠点と

してではなく，むしろ検証モデルへの適用性という面 
での最も強力な利点として活かされてきた， と言えそ 
うである。

かくしてS 要 サ イ ド . モデルの修正，そして新しい 
視点の導入という流れを検討し，供給 サ イ ド .モ デ ル  

との接触の方途を展望することが，今後に与えられた 
テーマとなる。 （続）
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